
 

 

総合地球環境学研究所図書室文献複写規則  
 

平成 18 年 12 月 26 日制  定  
規則第 71 号  

平成 28 年 04 月 01 日最終改正  
 
（趣旨）  
第 1 条 総合地球環境学研究所図書室図書利用規則（平成 18 年 12 月 26 日制

定規則第 70 号）第 15 条の規定に基づき、総合地球環境学研究所（以下、「研

究所」という。）図書室が受託する文献複写は、研究所の経費で処理するもの

を除き、人間文化研究機構文献複写規程 （以下、「機構文献複写規程」とい

う。）及びこの規則の定めるところによる。  
 
（複写の申込み）  
第 2 条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書（別記様

式）を情報・図書委員会委員長に提出し、その承認を得なければならない。  
ただし、当事者が所属する図書館等を通してのオンライン申請等により委員

長が承認した場合はこの限りではない。  
 
（セルフコピー）  
第 3 条 機構文献複写規程第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、前条の承認を得

て自ら文献を複写しようとする者は、電子複写 1 枚につき 10 円の料金を支

払わなければならない。  
 

附 則  
この規則は、平成 18 年 12 月 26 日から施行する。  

附 則  
この規則は、平成 27 年 11 月 24 日から施行する。  

附 則  
この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  
 



別記様式（第 2 条関係）                                                      
                                                          Ｎｏ． 

文 献 複 写 申 込 書 
 
情報・図書委員会委員長  殿 
 
下記のとおり申込みます。 
この申込みによる著作権に関する一切の責任は申込者が負います。 

 決裁欄  

申
込
者 

所属機関名  電 話  複写方法 電子複写・セルフコピー 

所在地 
〒 

支払方法 現 金 

氏 名 
 

所属身分 
 料  金  計  算 

種  別 数 量 
単   価 （円） 

金  額 (円) 
住 所 〒 電 話  機構内 機構外 

誌
名
・
巻
号
・
年
・
頁
・
著
書
・
論
題
・
書
名
・
そ
の
他 典拠 

電 子 複 写 枚 20 35  
ｾ ﾙ ﾌ ｺ ﾋ ﾟ ｰ 枚 10 10  
     
     

    
    
    

通 信 費     
送  料     
合  計     

謝 
 
 

絶 

所蔵なし               複写不能 
参照不完  （誌名・巻号・年・頁・著者・論題・版） 
貸出中 

       （  月  日頃再申込みのこと） 
製本中 
その他   （                     ） 文献所在  

申

込 

Ｎｏ． 
照会 

発 年 月 日 
受付 

Ｎｏ． 料金 
請求 

Ｎｏ． 料金

領収 

Ｎｏ．  
仕上り 年 月 日 

製 品 
引渡し 

年 月 日 
 

年 月 日 返 年 月 日 年 月 日 年 月 日  年 月 日 

  


